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関東信越厚生局地域包括ケア推進本部会議

在宅医療・介護連携における自治体と医師会の連携

～今後の市町村支援のポイント～

2023年4月11日（火）

株式会社 富士通総研
行政経営グループ チーフシニアコンサルタント
兼 公共政策研究センター 上級研究員

名取 直美
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 資料１
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在宅医療・介護連携推進事業

⚫ 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ
とができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケア
システムの構築の実現を目指した取組が推進されてきた。

⚫ 平成26年の介護保険法改正により、平成27年度から市町村の地域支援事業に位置付けされた。
平成30年度からは本格施行され全市町村が取り組んでいる。（いわゆる「葉」の事業）
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在宅医療・介護連携推進事業のフェーズ

◆平成30年4月より市区町村の在宅医療・介護連携推進事業は本格施行

・・平成30年度まではいわば立ち上げの時期であり、まずは全事業の着手を目指す

平成30年度からは、本格的に事業を実施し、充実させていく実行の時期になった

「在宅医療・介護連携推進事業は
（地域包括ケアシステムは）
市町村が自律的に進めていくことが重要」

では、「自律的に」進むってなんだろう？現在
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「地域の実情に応じた・・・」とは

◆地域の実情に応じた・・地域包括ケアで使われるキラーフレーズ

・・言わば「地域はそれぞれなのだから、それに応じて考えましょう」

従来の介護保険事業では、全国一律の基準で実施

→でも、今、市区町村が言われていることは、「みんな持っているものも予算も好みもそれぞれだから

自分たちに合った服をつくりましょう」ということ

自治体の仕事は「パターンメイドからオーダーメイド、生地もボタンもお好みで」

・・言うはやすし、行うは難し

自治体にとっての大転換、仕事が・仕事の仕方が変わる

実は「地域創生」、「地方分権」等と文脈は同じ、
でも、それが単なる「保健・医療・福祉」分野の話だけに
見えてしまっている
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【難しいこと】「地域の実情に応じる」には市町村が自律的に進むことが求められる？

◆自律的に進めることが求められている市区町村への支援方法も変わってきている

・・都道府県も伴走しながら市町村を支援

←圏域での
支援体制

◆「地域の実情に応じた」地域包括ケアシステム推進は、市区町村の仕事

・・マネジメントの進捗管理（目標に近づけていく）

・・もう一つ技術的に難しいのは、単純に市区町村が「自ら頑張ってやればできる」ものではなく

「みんなで成し遂げていく」という方法 →これもマネジメントに係る「技術」
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【難しいこと】在宅医療・介護連携が必要な状態とは？

○人生の最終段階に向け、高齢者の状態は変化していく。

○在宅医療や介護、総合事業、認知症等諸々施策はあるが、それは「１人の人」の状態の変化に応じて
提供されるもの（では、在宅･医療介護連携は特にどのあたり？）

出典：在宅医療・介護連携推進事業の手引き(ver.3)

自立 事業対象者
要支援・要介護

人生の最終段階

状態像変化のイメージ

出来事のイメージ

入
院

退
院

急
変

入
院

退
院

看
取
り

在宅療養生活 入院生活 在宅療養生活(施設) 入院生活 本人の希望する
場所

急
変

介護のイメージ

医療のイメージ

体
調
の
変
化

在宅療養生活において、医療と介護は常に表裏一体であり、入院医療が始まったとしても、退院後の
在宅医療・介護へつながることを意識することが重要
★在宅⇒入院・退院⇒在宅のスムーズな移行のための連携
★入院時から退院後の生活をイメージした情報交換等の連携
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【難しいこと】在宅医療の4つの場面とは？
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【難しいこと】在宅医療の４場面別にみた医療・介護の連携とは？

在宅医療と介護連携イメージ（在宅医療の４場面別にみた連携の推進）

入退院支援

・入院医療機関と在宅医療・介護に係る機
関との協働・情報共有による入退院支援
・一体的でスムーズな医療・介護サービス
の提供

日常の療養支援

・多職種協働による患者や家族の生活を支
える観点からの在宅医療・介護の提供
・緩和ケアの提供
・家族への支援
・認知症ケアパスを活用した支援

急変時の対応

・在宅療養者の病状の急変時における往診
や訪問看護の体制及び入院病床の確認
・患者の急変時における救急との情報共有

看取り

・住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望
む場所での看取りの実施
・人生の最終段階における意思決定支援

介 護

行 政

医 療

出典：在宅医療・介護連携推進事業の手引き(ver.3)

○４つの場面にいるのは「１人の人」。その人の生活を支えるために、医療･介護の双方が必要となる。
そして、支援は人を中心に提供されることが求められるため、「連携」して支援することが必要。

○だが、各場面の目的は異なる。よって、そこで目指す姿は・どのような医療と介護の連携（誰と誰？）
なのかを考えることが必要。
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【難しいこと】「顔の見える関係」の後は？

◆「顔の見える関係」から「腕と腹が見える関係」へ、そこからが本当の連携

・・互いの顔が見えていることは当然の話、連携のための第一歩

この連携によって、どこを目指し・どう進めていくかを

市がが考えていないと「委託」は「丸投げ」になる

連携は異なる能力を持つ者同士が共通の目的・ミッションのもと、各々の能力を活かしながら共に取り組んでいくこと

◆医療・介護連携に向けた専門職のマインドセットは？
・・専門職同士の連携には、共に実現すべきことがわかり(合意)、その達成のために各々の専門性が活かせる
かの理解が大事 →市区町村は、その理解を促し、専門職と共に目指す姿の実現を図る（公民連携）

あらためて、医師会をはじめとする専門職等とのパートナーシップが問われている
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【大事なこと】連携の目的を揃える・それぞれの強みを生かす

出典：釜石市発表資料・令和3年度「市町村等担当者研修会議」

◆医療・介護の職種は多岐に渡り、各専門職が持つ情報や課題認識はそれぞれ違う場合がある。

・・・そのためには、各専門職について知る・聞くことが必要

→チームかまいしのアプローチ「一次連携」・「二次連携」・「三次連携」

こうしたことを行うにも
市町村には医療･介護に
精通した「パートナー」が
いることが有効

・・・「在宅医療・介護連携
に関する相談支援」

相談窓口を通じて
地域の状況を把握し、
専門職の連携を促す
（医療・介護の連携を
推進する拠点・情報が
集積する場）

この場所と人が大事
（郡市医師会受託も多い）



出典)令和４年度在宅医療・介護連携推進支援事業 市町村担当者研修会議事前学習動画「講義２事業マネジメントの基本的考え方と進め方」埼玉県立大学大学院／研究開発センター 川越雅弘氏

【大事なこと】行政は推進役として事業マネジメントの技術の獲得が必要
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【大事なこと】スモールステップを恐れない・１歩でも前に

資料：「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」㈱富士通総研 H27老健事業 より一部改変

現状（提供体制・
連携）と連携上の
課題の把握

目的・目標を達成
するための手段

「スモールステップでも良い、みんなで大きく育てていこう」：行政と専門職とのパートナーシップ
・・・PDCAはその進め方（手引きで示している項目（旧ア～ク）はPDCAの内容を紐解いたもの）
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今年のポイント！～介護保険事業(支援)計画と医療計画の整合

◆第9期介護保険事業(支援)計画と第8次医療計画では整合性の確保が求められている(特に在宅医療)

・・医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と、介護保険事業（支援）計画に掲げる介護の見込み量
医療計画に記載する「在宅医療に必要な連携を担う拠点」

（医療計画の作成について）
✓ 都道府県医療審議会、市町村、保険者協議会の意見を聴くこととされている。また、医療審議会の下に、５疾

病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて、地域医師会等の有識者、都道府県、市町村等で構成する作業部会
を設け、目標等についての協議を行うこととしている。

（介護保険事業（支援）計画の作成について）
✓ 介護保険事業（支援）計画の策定にあたっては、保健医療関係者、福祉関係者等からなる介護保険事業（支援）

計画作成委員会等を設け、記載事項についての協議を行うこととしている。
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今年のポイント～介護保険事業(支援)計画と医療計画の整合

◆第9期介護保険事業(支援)計画と第8次医療計画では整合性の確保が求められている(特に在宅医療)

・・・今年度、ここをどれだけ変えられるか？

44.2% 10.0% 45.8% 0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.はい 2.いいえ 3.わからない 未回答

【都道府県】問12① 第8期介護保険事業支援計画は第7次医療計画の内容と整合性が取れているか（n=47）

91.5%
2.1%

6.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.はい 2.いいえ 3.わからない 未回答

【市町村】問4① 第8期介護保険事業計画は第7次医療計画の内容と整合性が取れているか（n=1,741）
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御参考

令和4年度 在宅医療・介護連携推進支援事業

https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2022homecareseminar.html
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